
平成２９年度島根県立西部高等技術校 公共職業訓練
（この訓練は西部高等技術校が民間の事業者に訓練指導を委託して行う委託訓練です。）

対象：求職者（ハローワークから「受講指示」「受講推薦」又は「支援指示」を受けられる方）

訓練日程 入校検定

はじめての方でも3か月で

資格を

取得するチャンスです！

■入校検定 10月19日（木） 10:00～
場所：浜田合同庁舎 5階中会議室

（浜田市片庭町254）
JR浜田駅より石見交通バス「合庁前」下車すぐ

内容：筆記試験（国語・数学）
面接試験

■合格発表 10月24日（火）

島根県立西部高等技術校

お問合せ先

■訓練期間 11月1日（水）～1月31日（水）
※原則として土日祝は休講

■訓練時間 学科 9:00～17:15
実習 8時間（実習先によって異なります。）

■訓練会場 サンマリン浜田
（浜田市原井町3050-9）
「水産加工団地前」バス停から徒歩2分

■訓練委託先 (株)ホームケアー島根

募集期間｜ ８月１日（火）～１０月１１日（水）締切

◆修了時取得資格：介護職員初任者資格
居宅介護職員初任者資格
普通救命講習Ⅱ修了証

平成29年11月開講【３か月コース・職場実習あり】
受講料

無料
別途テキスト代

等必要

開催 定員 名

介護福祉の基本的知識・基本的技術をマスターし、老人ホーム・病院、障がい者支
援施等でのホームヘルパー業務に即戦力として従事できる【介護職員初任者資格・
居宅介護職員初任者資格】取得を目指します。

〒698-0041
島根県益田市高津四丁目7-10
担当：木村

☎ ０８５６-２２-２４５０

[応募方法]
ハローワークの窓口で相談のう
え、入校願を提出してください。
入校願に写真（ﾀﾃ4㎝×ﾖｺ3㎝）が1枚必要です。
㊟１ 提出された入校願は返却しませんので、あらかじめご了承

ください
㊟２：募集期間終了後に申込みを辞退する場合は、必ず島根県立

西部高等技術校へご連絡ください。
㊟３：応募状況によっては訓練を中止することがあります。



【訓練実施場所】
サンマリン浜田（浜田市原井町３０５０-９）

【試験会場】
浜田合同庁舎（浜田市片庭町２５４）

訓

練

内

容

教科科目 内 容 訓練時間

学

科

職務の理解 介護職の仕事内容や働く現場の理解 6

介護における尊厳の保持・自立支援 介護職における尊厳の保持・自立に向けた介護 9

介護の基本 介護職の役割・介護職の職業倫理・介護職の安全 6

介護・福祉サービスの理解と医療との連携 介護保険制度・障がい者福祉制度・リハビリテーション 9

介護におけるコミュニケーション技術 介護における（チームの）コミュニケーション 6

老化の理解・認知症の理解・障がいの理解 老化に伴う変化・認知症に伴う変化・障がいの基礎的理解 21

こころとからだのしくみと生活支援技術
こころとからだのしくみ・介護過程・生活と支援技術・
介護の基本的な考え方

28

行動障がいの理解 自閉症について 3

振り返り 学科試験へ向けて復習 2

学科試験 4

就
職
支
援

個別面談 個別面談 4

ジョブカード作成 キャリアコンサルティング・ジョブカード説明・作成 7

施設見学・訪問・オリエンテーション 施設見学・訪問・施設実習につてのオリエンテーション 13

リクリエーション リクリエーション立案・演習 7

実習報告 実習報告・ガイダンス 7

就職ガイダンス 研修オリエンテーション・就職へ向けての説明 4

学科時間計 136H

実

技

こころとからだのしくみと生活支援技術 移動・移乗・死にゆく・睡眠・食事・整容・入浴・排泄 46

救命救急法 応急手当・心肺蘇生法他 4

振り返り 介護技術復習 9

施設実習 208

実技試験 4

実技時間計 271H

総訓練時間(学科＋実技） 407H

即戦力介護科（浜田）

訓練目標
仕上がり像

訓練目標：要介護者のパートナーとして活躍できる知識・能力・人間性を身に付ける。
仕上がり像：高齢者や障がい者が安心して暮らせるための質の高い介護サービスを提供でき
る即戦力の介護スタッフを養成する。

主な就職先
白寿園、偕生園、サンガーデン輝らら、ミレ青山、
やすらぎの郷 等

H27年度就職率（%）

（修了後3か月以内）
100%

経 費

★受講料 無料
・別途テキスト代17,000円程度必要
（保険料3,000円含みます）

・駐車場あり（無料）

取得可能
な資格及
び費用

介護職員初任者資格（無料）
居宅介護職員初任者資格（テキスト代の
み）
普通救命講習Ⅱ修了証（無料）

受講中の特典
※詳しくはハローワーク

でお尋ねください

・雇用保険受給資格者で受講指示を受けられた方は、雇用保険の基本手当、受講手当（上限
40日間）、通所手当が訓練修了まで受給できます。

・雇用保険を受給できない方で一定要件を満たす方は、職業訓練受講給付金（月額10万円）
を受給できる場合があります。


